
様式第２号（第５条関係） 

令和 7  年 5 月 25 日 

 

 長浜市議会議長 高 山 亨 様 

                          会 派 名 無 会 派 

                          代表者名  

                          （又は議員名）杉 本 英 一 

 

 

旅費の支出をともなう政務活動報告書 

 

 旅費の支出をともなう政務活動を下記のとおり実施しましたので、報告します。 

 

記 

 

１ 実施年月日   令和 7 年 4 月 22日（火）～ 令和 7 年 4 月 23 日（水） 

 

２ 政務活動の種別  調査研究 研修 要望・陳情  

 

３ 参加者 杉 本 英 一 

 

４ 実施内容、成果 

   講師 江上隆行氏（全国市議会議長会地方財政委員長・前福岡県福津市議会議長） 

          

５ 行き先（行程、交通手段が分かるように記載してください。） 

   愛媛県松山市 

   行き 米原駅～岡山駅（新幹線）・岡山駅～松山駅（JR予讃線） 

   帰り 松山駅～岡山駅（JR予讃線）・岡山駅～米原駅（新幹線） 

 

６ 添付資料 

  政務活動報告書 

   「一般質問・質疑の本質とは」 

 

内容と報告 

一般質問では、我々議員は特に首長の答弁を聴きたいのである。また政治的に重要な問題であればあるほど、

市長に答弁を求めるのが二元代表制の原則である。しかし議員には答弁者を指名する権限はないが、一般質問

は市政全般(全事務事業)及び、市政の基本的な事を問うのが趣旨なので、行政の責任者であり、政治的責任者

である市長に、例えば、議員が政策提言した事について、「やるのか・やらないのか」などを質問するのが基

本であると考える。次に質問を行うためには、定例会が閉会した翌日から、次の定例会で行う質問の準備に入

り、質問事項と質問要旨の概要を決めて質問を行うように心掛けなければならないと痛感する。質問に関する

調査方法は、質問事項が国の政策と関連する事であれば、総務省をはじめ諸官庁の所管部署に問い合わせる。



また近隣の先進自治体は訪ね、指導・助言を仰ぐ。とにかく、質問事項の事実調査、つまり裏付けをしっかり

と取って、一般質問に臨んでいかなければならない事を肝に銘じました。なぜならば、政策議論の相手は行政

のプロフェッショナルだから。一方我々議員は住民から選ばれた、基本的に素人であるが、それゆえに、研鑽

を重ね、見識を高めなければならないとつよく感じている。 

 


